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「第２次宇都宮市食品安全推進計画」（素案）に関するパブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

（１） 意見の募集期間    平成２６年１月３１日（金）～２月２５日（火） 

 

（２） 意見の応募者数    １団体 

意見数     ９件 

 

（３） 提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 電話 計 

人数  １    １ 

 

２ 意見の処理状況 

区分 処理区分 数 

Ａ 意見の趣旨等を反映し、実施設計に盛り込むもの ２ 

Ｂ 意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みと考えるもの ７ 

Ｃ 実施設計の参考とするもの  

Ｄ 実施設計に盛り込まないもの  

Ｅ その他、要望・意見等  

計 ９ 

 

３ 意見の概要と市の考え方 

 ① 基本目標１「生産から販売に至る食品の安全を守ります」に係る取組について（５件） 
№ 意見の概要 処理区分 意見に対する市の考え方 

１ 

昨年末に発生した冷凍食品

の農薬混入事件を踏まえ，企業

の危機管理のあり方や労働環

境の整備などをマネジメント

する人材育成が課題であると

考える。行政としてこのような

課題に政策的，具体的な支援を

本計画で積極的にお願いする。

Ｂ 

食品の安全を確保するため，事業 No.27

「食品事業者の自主衛生管理の促進」（56

ページ）に取り組むとともに，意図的な異

物混入を防止する食品防御対策に取り組む

ことも重要でありますことから，施設監視

や講習会などにおいて，その必要性を説明

し，「危機管理の強化」や「人材育成」など

の対策を支援してまいります。 

２ 

 食品による健康被害が発生

した場合，休日でも迅速な情報

収集を行う体制の確立と市

民・事業者に対する情報提供の

体制強化を今後もお願いする。
Ｂ 

 夜間・休日における市民等からの申出に

つきましては，事業 No.29「食品危害申出へ

の対応の充実」（58 ページ）に記載したとお

り，健康被害の未然防止を図るため，夜間・

休日の連絡体制により，迅速な調査・適切

な措置を講じております。 

また，食品危害に関する情報については，

今後とも，市民・事業者に対し，ホームペ

ージや食品危害情報メール等により，迅速

に情報提供してまいります。 
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№ 意見の概要 処理区分 意見に対する市の考え方 

３ 

昨年発生した飲食店等にお

ける偽装表示や誤表示問題で

は，信頼回復が求められてい

る。事業者に対する表示の適正

化を求める指導や管理の強化

を今後もお願いする。 

Ｂ 

 食品表示の適正化の推進については，事

業 No.25「食品表示法等に基づく表示の徹

底」（56 ページ）に記載したとおり，国や県，

市の関係課と連携した合同監視を実施し，

法律に基づく表示の徹底を図ってまいりま

す。 

４ 

農産物直売所については，農

薬や衛生面で，生産者の管理が

不十分と聞いている。「生産工

程管理」の記載に取り組まれる

ことや農薬の使用方法を厳格

に守ること，保管管理もしっか

りおこなうことなど，衛生管理

強化と併せて生産者指導の強

化を要望する。 

Ａ 

「生産工程管理」については，農産物直

売所において，安全・安心な農産物を販売

するために重要な取組でありますことか

ら，事業 No.５「農産物直売所等の指導充実」

（41 ページ）に「ＧＡＰ（農業生産工程管

理）導入への理解促進を図る」を追記いた

します。 

また，事業 No.５に記載したとおり，生産

履歴記帳の徹底を図るとともに，生産段階

における衛生管理や農薬の適正使用など，

直売所に対し指導を強化してまいります。

５ 

学校給食において食物アレ

ルギーの事故がたびたび発生

しており，アレルギーを持った

子どもたちにとっては命に関

わることである。食物アレルギ

ー患者とアレルギー物質の特

定など個々人の把握と管理，そ

して関係者に対するアレルギ

ーの基礎的な知識と患者への

対応など，学習強化に取り組ま

れることを要望する。 

Ｂ 

 学校給食における食物アレルギーに関す

る取組については，事業 No.17「学校給食に

おける食物アレルギー対策の推進」（48 ペー

ジ）に記載したとおり，学校と保護者の連

携を図りながら，食物アレルギーを有する

児童生徒が，心身ともに健康な学校生活を

営めるよう取り組んでまいります。 

また，全ての教職員が適切な対応ができ

るよう，食物アレルギー対応研修を充実い

たします。 

 

② 基本目標２「市民の食に対する安心感を向上します」に係る取組について（４件） 

№ 意見の概要 処理区分 意見に対する市の考え方 

１ 

 健康食品やダイエットブー

ムにより，健康食品やサプリメ

ントが氾濫している中，健康被

害のない安全な商品の確保が

必要であると同時に，市民に対

し正しい飲用の仕方について

啓発活動が必要と考える。バラ

ンスの良い食生活の啓発と併

せて計画に盛り込むことを要

望する。 

Ｂ 

「いわゆる健康食品」については，国に

おいて，『「いわゆる健康食品」の摂取量及

び摂取方法等の表示に関する指針』を定め

ており，製造者は「一日当たりの摂取目安

量」や「摂取をする上での注意事項」等を

表示する必要がありますことから，製造者

には適切な表示を指導するとともに，市民

には，事業 No.32「食品衛生出前講座」（61

ページ）や事業 No.34「食育出前講座」（62

ページ）の出前講座において，表示に基づ

き，食生活の状況に応じ適切に選択して利

用するよう，正しい知識の普及啓発に取り

組んでまいります。 
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№ 意見の概要 処理区分 意見に対する市の考え方 

２ 

 平成２５年度の栃木県にお

ける特殊詐欺被害額は，約１２

億円超といわれ前年の５．５億

円の倍以上であり，健康食品な

どによる消費者被害も発生し

ている。健康食品などによる詐

欺にあわないための啓発活動

についても計画に盛り込むこ

とを要望する。 

Ｂ 

 事業 No.31「消費生活情報の提供」（60 ペ

ージ）及び事業 No.36「消費生活に関する知

識の普及」（63 ページ）に記載したとおり，

健康食品を含む悪質商法や被害に遭わない

ポイント等について，ホームページや出前

講座などを通して市民に迅速に情報提供

し，消費者被害の未然防止・拡大防止を図

ってまいります。 

 

３ 

 食に対する不安について消

費者に聞き取りすると，食品添

加物・農薬に対する不安が上位

にある。漠然とした不安から恐

れがあり，科学的知見からの情

報提供が求められていると考

える。市民を対象とした教育や

学習の場に取り組むことを要

望する。 

また，放射性物質についての

学習会を開催すると未だに子

育て中の母親からは，不安の声

があるので，これまで同様に継

続した学習に取り組むことを

要望する。 

Ｂ 

 事業 No.32「食品衛生出前講座の実施」（61

ページ）に記載したとおり，市民の食に対

する安心感を向上するため，食品添加物や

残留農薬，放射性物質など市民が知りたい

ことをテーマとした出前講座を実施し，食

品の安全性に関する理解を深めてまいりま

す。 

また，事業 No.33「食品安全ゼミナールの

開催」（61 ページ）に記載したとおり，小・

中学生や保育園の保護者等を対象に，食中

毒予防や放射性物質などを学習できる機会

を設け，正しい知識の普及啓発に取り組ん

でまいります。 

 

４ 

 宇都宮市では地産地消の活

動に積極的に取り組まれてい

るが，食育の観点や地域の食文

化を伝承する形で，今後も一層

充実した事業と教育に取り組

むことを要望する。 Ａ 

子どもたちが食文化への理解を深めるた

めには，地域の食文化を伝承することも重

要でありますことから，事業 No.40「学校に

おける食育の推進」（66 ページ）に「学校給

食において郷土料理や伝統料理を献立に取

り入れ，子どもたちに食文化への理解を深

める」を追記いたします。 

また，事業 No.38～40「食育の推進」（65,66

ページ），事業 No.46,47「地産地消の推進」

（71 ページ）に記載したとおり，これらの

取組をより一層推進してまいります。 

 


